
 

船舶事故調査報告書 

令和元年６月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３０年９月１５日 ０３時１３分ごろ 

発生場所 大分県大分市関
せき

埼北北東方沖の平瀬 

関埼灯台から真方位０１６°１,３００ｍ付近 

（概位 北緯３３°１６.７′ 東経１３１°５４.４′） 

事故の概要 貨物船聖
しょう

嘉
か

は、南南東進中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成３０年１０月１０日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 聖嘉、７４９トン 

１４３１４５、聖朋海運株式会社、株式会社菅原ジェネラリスト

（船舶借入人） 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

航海士、五級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 船尾部船底外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風力 １、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 

 

本船は、船長及び航海士ほか３人が乗り組み、南南東進中、単独で

船橋当直に当たっていた航海士が、過去の航行経験から平瀬を無難に

通過できると思い、レーダー及びＧＰＳプロッターを作動させていた

ものの、豊後平瀬灯標の灯光との距離を目測して同じ針路で航行を続

けたところ、平瀬に乗り揚げた。 

本船の喫水は、船首約１.２ｍ、船尾約３.６ｍであった。 

分析 本船は、南南東進中、航海士が、過去の経験から平瀬を無難に通過

できると思い、航路標識の灯光との距離を目測して航行したことか

ら、浅所に向かっていることに気付かず、平瀬に乗り揚げたものと考

えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、南南東進中、航海士が、過去の経験から

平瀬を無難に通過できると思い、航路標識の灯光との距離を目測して

航行したため、浅所に向かっていることに気付かず、平瀬に乗り揚げ

たものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・夜間、浅所付近を航行する場合は、レーダー及びＧＰＳプロッタ

ーを活用し、船位の確認を適切に行うこと。  


